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伊方原発訴訟を支援する会(罐鶴繋覇轟査電瑞倒ぽ兜:,品調開脇)

第 13回公判
対照的だった原告 ,被告の攻防

ストを回実に, 1ケ月延期されていた第 1

3回公判が 5月 27, 28日の2日 間にわた

って開かれた。

初日の午前中は,前回に引続き,内 田証人
に対する反対尋間で始った。冒頭から弁護団
の鋭い追求をうけて証人はたじたじとなり,

伊方の安全審査に多くのごまかしがあること

を暴露したo主なものだけをひろうと,同 じ

周辺住民に対する被曝量を,平常時には年間
5ミ リンム以下にできると言う一方,仮想事
故の時には 25レ ム以下 (敷地境界)が `め
やす だ゙として2つの矛盾した数値を使い分
ける方法である。このごまかしを,原発敷地
面積の評価に使っている。次に,仮想事故の
時に放出される放射性沃素の量を 944キ ュ
リーと計算しているが,出力が伊方の約 18
0分の 1と いうJヽ規模のウィンズケール炉の
事故では,実際に20000キ ュリーが放出さ

れた。四電の計算値は不当に低い値になって

いる。三番目のごまかしは,炉心溶融の問題
である。関西電力の美浜2号炉や高浜 1号炉
などでは,仮想事故による影響を計算する時
「炉心の完全溶融を仮定」していたものが,

何か不都合があるのか,伊方では「完全溶融
はしないが,完全溶融した時に放出する放射
性物質の量に相当する値」を用いて住民の被

曝量を計算するというものに変ったことであ
る。これは非常に不自然な仮定であり,何ら
根拠もない。この変化は,安全審査の基準が
いかにインチキなものであり,その時の都合
によって勝手に変えられることを示すもので

ある。

多くのボロを出し,す っかり意気消沈して

退廷した内田証人の後をついで,午後から国
側証人,村主進氏に対する反対尋間が行われ
た。村主証人は,原告側の質問にまともに答
えようとせず,極めて不真面目な態度をとっ
た。質問の上げ足をとったり,質問してもい
ないことを勝手にダラダラと喋り出し制止し
てもきかないなど,徹底した引きのばしとは
ぐらかしの戦術だ。 (以下 23頁に続く)

第 14回 公 判
二日間連続   松山地裁大法廷
6月 24日午前 10時より 主尋間
原告側 川野慎治,佐藤進両証人
6月 25日午前 10時より 主尋間
被告側 三島良績,黒川良康両証人

川野・佐藤両証人によって,伊方の蒸気
発生器に止めがさされるであろう。三島,

黒川両証人には,法廷一杯の鬼気を。/
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内田秀

「ギ継 代理人の平松でございます。先程に

関連してちょっとお聞きしたいんですが,こ
の立地審査指針の解釈につきまして,例えば
安全防護施設が全く動作しないと仮想して安

全審査をするという方法も考えられると思う
んですが,そ ういう方法で安全審査をした場
合は,審査指針に反するということになるん
でしょうか?
内田 仮想事故の中に考えております仮定
としてですね,まず例えば冷却材喪失事故を
一つの例にとりますと,大口径或いは小口径
の配管がギロチン破断するという大きな仮定

ぶ入っております。しかもその時に外部電源
が無いという仮定が入っています。しかも安

全上重要な施設の一つが故障して使えないと

いう仮定も入っている訳です。単一故障でご

ざいます。そういう様な仮定が入っておりま

すので, この例えばというのも当然この中に
含まれている訳です。しかもECCS即ち非

常用冷却装置が性能を無視している訳です。

でありますから,立地審査指針に考えており
ます仮想事故の想墜Tすれば,充分過ぎる厳
密な仮定が入っています。

平松 一番最後の点ですが,ECCSの 性

能を無視するというのは,要するにECCS
が全く働かないという仮定の下に,仮想事故
の評価をなさったという意味ですね。

内田 作動はするんです。これは設計審査
指針に基いて作られているものですから作動
は致します。ただその性能を無視するという

証 言 記 録 8

雄証人 (被告側 )の反対尋間 (その2)(1『716

(文 中の数字 は調書の頁数 を示す ) `日

)

のはですね,どの程度無視 して良いかという

判断があると思いますので,一番悪い愛緯と
して性能を完全に無視しまして,燃料 。炉心

が溶融したのに相当する放射能の放出を基に

した訳ですo

平松 作動はするけど,機能はしないとい
うことでしたら,不作動の場合と,ど う違う
のですか?
内田 ですから,性能を無視するんです。
(場内,笑い)
内田 ですから,作動した時にですね,そ
の性能が例えば百パーセントあるか50パー
セントあるか30パ ーセントあるかという判

断をですね,一番厳しくとって性能はないと
考えて腰鮮能の放出の仮定の基を作る訳です。

平松 もし,ECCSが 作動しませんと,

これは炉心溶融に必然的に結びつきますね。

内田 何の時にですか?
平松 仮想事故の様な,主配管の破断の場
合でございます。

内田 主配管が破断して,ECCSが
平松 働かなければ
内田 完全に無視する訳ですか?
平松 はい,作動しなければどうなるんで
しょうか? 科学的に
内田 冷却系配管がギロチン破断をして,

しかもその時にECCSL:笙く働かないとい

う仮定を立てれば,これは家に火をつけて水
を力ヾナないと同じでございますから,燃料棒
の大部分は溶融せざるを得ないと思います。

判
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平松 その後の事態を科学的に考えれば,

如何なものでございましょうか ?
内田 それは,色々な現象があると思いま

すけれども,立地評価については,想定外の
問題であります。

平松 そうするとECCSは 作動するとい

う前提で立地評価をやっておられる訳ですね。

内田 そうです。それは設計審査指針に基
いて設計され作られているものであります。

平松 いや,も しですね,作動しないとい
う前提でこの立地審査指針を運用すれば間違
いになるのかどうかとお聞きしておるんです
が如何でしょうか?
内田 ええ,それは間違いになります。間

違いといいますより,立地審査指針の適切な
適用にはなりません。

平松 あなたの御判断として伺っておきま
す。では重大事故を想定する際には効果を期
待した安全防護施設のうち幾つかが動作しな
いと仮想し,「こちぃぅ風な具体例がですね,

例えばという言葉で入っておるんですが,こ
の幾つかが動作しないと仮想しということは

非常に抽象的な言葉なので,一体どういう種
類のものがどれだけ仮想しないということを

前提に立地審査指針を作っておられるのかと
いうことが,良く素人には解らないんですが
こういったどの部分が動作するのかしないの
か, これは具体的な炉の安全審査に当って審
査会が決定するのですか? それとも部会が
決めるんですか?
内田 部会がまず審議して,審馨基が,最

終的には決定する訳です。

平松 それ以外にも抽象的な文章が多いん
ですが,例えば「著しい放射線障害を与える
かも知れない」という言葉とかですね,それ

から「充分受け容れられる程度に小さい値に
なる様に」とかですね,こ ういう抽象的な指
針の基準は, これは具体的な適用に当って,

全て安全専門審査会が具体的な炉で判断して
基準を決めると,こ ういぅ風に伺ってよろし

ゅうございますか?
内田 そうであります。
平松 結構です。~品

代理人の仲田です。今,家に火を付
ける様だと比喩を言われたんですけど,そ う
すると水をかけなかったら家が全部燃えてし
まいますね。

内田 ええ,ですからそれを言ったんです。
仲田 そこ迄行く訳ですね。
内田 ですから,冷却材喪失を考えてしか
もECCSは 無いと考えると言えば,それは
炉心の大部分は溶けぎるを得ないと,その例
としてみ近な例で恐縮ですけれど申し上げた

訳です。             ｀

仲田 解りやすくて良かったんですが,鴨ギ
子力発電所が危険だということで安全審査を
してるんですが,その危険の根源というのは
原子炉内に放射性物質が沢山あるということ
ですね。

内田 はい
仲田 我々は伊方発電所電気出力 55万キ
ロワットだと思うんですが,これが一年間運
転されれば広島原爆の 600発分の死の灰が
たまると主張してるんですが,大体そんなも
ので宜しいですか?
内田 先程も申し上げました様に, 10の
8乗キューリーをちょっと早習るヨー素がで
すね…。

仲田 だから loの 8乗キュリーをちょっ
と下回る程度というのは広島原爆の死の灰の

し
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600発分位でいいですか,と 聞いてるんで
す。

内田 その計算私には解りません。今,憶
えておりませんから。

仲田 あなたは原子力発電所を設置する場
合には色々な所に行って講演してますね。そ
の時は原爆に比べて安全だということ言って

ないですか?
内田 原爆に比べて原子力発電所が安全と
いうのは,全くモノが違う装ギすね。原子力
発電は決っして原爆の様に爆発するとかいう
問題ではないことを話してるんです。

仲日 死の灰の関連については,安全だと
いうことは言われてない訳ですか?
内田 それは原子力発電所のたまっており
ます核分裂生成物の放出を防ぐという安全対
策についてお話ししてるのです。

仲田 そうすると,それを防がなかったら
こうなるということは言われない訳ですな。

内田 防がなかったらというのは,ど うい
う意味ですか?
仲田 原子力委員会で,例えば仮想事故と
いうのは仮に想定する訳ですね。私の方も仮
に想定して質問致しますけれど,も しも一年
分運転して伊方原発の中にあった放射性物質
が外へ飛び出れば,ど うなる訳ですか?
内田 原子炉の安全といいますのは……
仲田 いやいや,そんなことは聞いてんじ
ゃない。出たらどうなるかと聞いてるんです。
全部出たらどうなるんですか?
内田 どうなるって,それだけキュニリー
のものが原っばの真中にたまるだけでしょう。
仲田 たまるだけでおしまいですか?
内田 風が吹けば,飛ぶでしょぅ。
(場内,爆笑)

仲田 風が吹いて飛んだらどうなるんです
か?
「品  そういう様なことは,原子力の安全
には考えないんですよ。原子力の安全という
α)|ま ¨̈ ¨

仲田 ちょっと待ちなさい。証人はね,質
問者のいうことだけ答えたらいいんです。あ
なた大学教授でも,こ こでは証人ですからね。
だから,あなたの方が仮想してるんでねいく
らでも,私の方も仮に考えるということで質
問すれば,全部放射性物質が出ればどうなる
んですかと聞いてるんです。人体の影響はど
うなるんですか?沢山の死者が出るんじゃな
いんですか?
吐じ 裁判長,そ ういう仮定の質問が本件
の原子炉の安全性と,ど ういう関連にあるの
か。̈。・・

(場内,騒然)
仲田 メチャクチャ言われてるわ。そした
らおたく等仮定しなかったら安全審査なんて

出来ませんよ,仮定して安全審査してるんじ
ゃないですか。

裁判長 傍聴人,静かにして下さい。今の
代理人の質問で,全部一年間のやつが出たら
どういう結果になるのか,あなたのお考えを
伺ド甕い。その質問ですがね,それに真っす
ぐ答えて下さいo

(拍手)

内田 ですから,それだけのキューリー数
のものが出れば,ま あ出方にもょると思いま
すけれど,気象条件によってそれは拡散する
と思います。

仲田 拡散した結果どうなる訳ですかと聞
いてるんですよ。

内田 それは人口分布と人との距離によっ

W

V
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て,人に放射線の影響を与えると思います。
仲田 では, こういう風に聞きましょう。
もしも全部が出れば,いわゆる許容量という
のをおたく等考えてますな。それについては

何人分に慰なんですか?
内田 放射性物質の放出の許容量というの

は決めてありません。

仲田 そうすると,伊方発電所 55万 キロ
ワシトー年分運転した後に全部出るとすれば

その放射性物質で何人が死ぬことになる訳で

すか? 人を殺すとしたら。
内田 ですから,それは気象条件と……
仲田 いやいやいや,私の質問はね,気象
条件は一切無視して,そ こへ人間を連れてく

れば何人死ぬんですかと聞いてるんですo

内田 そういうことは,私学者として答え
られま馨だ。

裁判長 その質問はちょっと無理じゃない
ですか?
仲田 それでは具体的に聞きましょう。伊

方の発電所においては何人死ぬことになりま

すか?
内田 ですから,そ ういう仮定のときに気

象条件と人口分布がなければ解らないでしょ

う。

仲田 いやいや,ど ういう気象条件を設定

される訳ですか?
内田 それは私があなたに聞いてるんです
よ。

仲田 いやいや,おたく等の方が安全専門
審査会において気象条件を設定されてますね。

ですからそれに従って,また伊方の現状の人
口分布に従って前提を作れば何人死ぬことに

なる訳ですか?
内田 ですから,立地評価に関しての……

仲田 そんなこと聞いてんじゃない。
内田 いやいや,今言ってんですよ。立地

評価に関しての

伸田 気象…・1・ ちょっと待ちなさいよ

内田 ちょっと待ちなさいよ
仲田 いや,おたくが待てばいいんだ。気

象条件とね,人 口分布を設定すれば,おたく
は答えられると言ったじゃないですか?
内田 ですから,気象条件というのは立地

評価壁だおける気象条件は考えておりますよ。

しかし,あなたがおっしゃってぃる様な,そ
の様な 10の 8乗 キューリーを原っばに積ん
だ様な時の災害を考えろという気象条件は,

我々は検討しておりません。

仲田 安全専門審査会が設定した気象条件
と,その当時あった人口分布に従えば,何人
死ぬかと聞いてんですよ。簡単なことじゃな
いですか。

内田 それは知りません。計算したことあ
りません。

仲田 計算できない訳ですか?
内田 いや条件を考えれば計算できると思

います。

仲田 だから今私が言ったのは,一年間動
いた後で,安全専門審査会の気象条件と只習
分布を前提とすれば,どうなるかと聞いてる

んです。

内田 ですから,それは計算したことあり
ませんから,私知りません。
仲田 大体, どの位
内田 知りません。
仲田 は―,審査会の会長というのはその
程度なのですか?
内田 ですから,そ ういう事故はですね,

原子炉の安全を考える時に起こりそうもない

し
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んですから,原子炉の安全というのは,どの
程度起こりにくいか易いかということで,曜霧

故というものを考えなければいけないんです。

絶対的な値だけで考えるものじゃないんです。

ですから,考えないんですよ。
仲田 なる程ね,仮想事故というのは,起
こりにくい事故でしょう。

内田 そうです。起こりにくいです。どの
程度起こりにくさがあるかということです。

仲田 何故程度で分けるんですか。
内田 いやそれは,程度で分けなければ,

想定の意味がありません。

仲田 起こりそうもないのに程度がありま
すか?
内田 ありますよ。どの程度起こりそう曙40

ないかとい うことは,それは前回お話ししま
したよ。

仲田 そうすると,想 定できない事故とい
うのがあるんですか?
内田 あります。
仲田 想定不適当事故と呼ぶんですか?
内田 はい。立地評価に対して想定不適当

な事故というのはあります。

仲田 伊方の場合に想定不適当事故という
のはどういう風なものが考えられる訳ですか。

内田 ですから,立地評価の時に評価した
この重大撃装,仮想事故がその想定に適切な
限界であります。

仲田 具体的な事象としてはね,その想定
不適当事故というのは伊方の場合何が考えら

れたのですか?
内田 想定不適当な事故というのは想定し

ない訳です。

(場内,失笑)
仲田 想定不適当事故というものを考える

場合に,当 然, こんな事故があるけれども,

これは無視しようと, こういうことになる訳
ですね。具体的に頭に描いてから無視するん

じゃないんですか。

1占笛 ですから,それは審査指針にも報告
書にも書いてあります様に,各種事故という
のが幾つか書いてございましょ。その中で立

地評価の時に,仮想事故或いは重大事故に拡
大して想定するのに適切な事故として,最終
的に冷却材喪失事故,それから蒸気発生器細
管破断事故を想定する訳であります。ですか

ら,その前の段階として今申し上げました各
種事故が幾つも想定してございます。

仲田 なる程ね。例えば先程出て来た飛行
機の墜落事故とか,戦争の爆撃目標になると
か,そ ういうことは想定不魁」事故ですか。

内田 いや,飛行機がどの程度,墜落して
例えば格納容器に衝突するだろうかという,

その比較論的,確率論的評価を致します。そ
の結果,こ れは想定するに値しない位確率が
小さいということで,飛行機が格納容器にぶ
つかるということは事故の想定にはしない訳
です。

仲田 なる程,解りました。そうすると,

その点,不適当事故と考える場合には確率論
を持って来る訳ですね。

1占笛 要するに比較論であります。
仲田 比較論を持って来る訳ですね。
内田 そうです。
仲田 ではどの程度の比率で比較論を持っ
て来るのですか?
内田 それは私が書証の 25等に書いてあ
ります様に,国際的に大体 10のマイナス6
乗位を目標にして,或いはもう少し厳密に言
えば 10の マイナス7乗 よりも小さいという

し
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ことがはっきりする様なものは想定にしない
訳であります。

仲田 そうすると 100万分の1以下か。
これが想定不適当事故の基準になる訳ですか。
内田 それは一つの目標でありますから。
仲田 なる程ね。そうすると 100万分の
1では,あなたの証言によっても国娯起こり
うる訳でしょうね。これはそう聞いてよろし
いですね。

内田 起こりうるっていうんじゃないです。
仲田 確率論っていうのは,そ ういう風に

使うんじゃないんですか。

内田 いや,そ うじゃありません。確率論
については前回お話ししました様に,あ りそ
うにもない事故の確率というのは,こ ういう
事故は起こらないという風に設計して作って
あるんです。ですから,起こらないけれども
実際に起こらないことの信頼性はどの程度か
ということであります。

仲田 だから。
内田 起こらないことの信頼性というもの
を,逆に事故発生を仮定する時に,唯 の確
率って言うんです。

仲田 だからね, loo万分の1回程度し
か起こり得ないということを予測する訳でし

ょうね。 100万分の 1回はだから起こるん
だと, こう読んでいいんじゃないんですか?
内田 そうじゃないんです。
仲田 じゃあなたの確率っていうのは何な
んですか。

内田 ですから,こ の間も話しましたでし
ょ。クンとは違うんですよ,事故の発生を仮
定するという前提に立った時に,その発生の
確率として 10の例えばマイナス6乗 とか,

10の マイナス7乗を使う訳であります。決

っしてそれが 10の マイナス6乗 とか, 10
のマイナス7乗とかでこの彗襲が確実に起こ
るんじゃないんですよ。
仲田 あのね,確率論っていうのは,本当
は 100万分の 1回であってもね,明 日起こ
っても 100万分の1ではありうる訳ですね。
これ解りますね。そうでしょう。
内田 ええ,それはそうです。
仲田 だから loo万分の1回 と言っても
確率を持って来てもね,起こりうるというこ
とは考えていいんですね。

内田 ええ, 100万分の1位で起こりう
るということを仮定してる訳ですね。
仲田 ええだから私の方は,おたく等の仮
定してるのは 100万分の1で起こるんです
な,と 聞いてるんです。
1だ畠 ぇぇだから loO万分の1で起こる
んじゃないんです。確実に起こるって言って
るんじゃないんですよ。クンとは違うんです。
仲田 仮定するというのは,起こるという
風に仮定するということですね。
内田 ええ,ですから起こることを仮定す

ればということですね。

仲田 だから 100万分の1で起こりうる
と考えていい訳ですな。

内田 ええ,起こるということを仮定しろ
と言えばそういうことになります。
仲田 それをさっきから聞いてるんです。
裁判長 起こることを仮定すればとぃう意
味ですか?
1だ出 そぅでござぃます。
裁判長  100万に1つは当たる様な感じ
がするんですけどね。私の理解が足りないの
か。̈ ・̈

(場内,笑い)

―-7-



内田 ただその 100万分の 1と いうのは
ただその数字の例で申し上げた訳であります
けど,起こりそうにもない。事実現実的には
起こってない訳であります。そういう事故の

危険率の研究をする訳であります。そのリス

クの研究をする時に,起こりそうにもない撃50
故の発生を仮定してリスクの評価をする訳で

あります。でありますから,起こるという仮
定に立った時に,どの位の率で起こるかとい
う数値を使う訳であります。それが例えば,

10のマイナス6乗とか, 10のマイナス7
乗であiり ます。ですから,これはクンの様な
100万本 の中に1本必ず当リクンがあると
いうそういう意味での確率ではない訳です。
平松 最後に一点,お聞きしたい。先程あ
なたは乙17号証のですね設計審査指針の適
用範囲の解釈についてですね,こ れは実験な
り研究が充分であるかどうかといったことを
降瑞しながら解稼するという風におっしゃい
ましたが,今の問題に関連してですね,例え
ばECCS等安全防護施設がですね,実証的
に有効に作動するのかという点について,確
認なさった上での御判断でございましょうか。

内田 設計審査指針に基いて設計され作ら
れるということであれば,そのECCSが 作
動することは確認できます。それぞれのパー

トパートが実験され或いは研究されることに
よって積み重ねがある訳です。

:嘩穆 今,お っしゃっておられる.こ との主

旨は「設計審査指針への適合性について」と
か言う四電の申請資料等がございますが,こ
れに「‐ECCSは 確実に働く様に設計してあ

るのだ」という風に書いてあれば,それに基
いてECCS作 動とい う仮定の下に立地審査

指針を運用しても誤りじゃないとおっしゃる

主旨ですね。

内田 はい,大体そうですね。
平松 結構です。
裁判長 午前中は,この程度にします。

裁判長 開廷致します。あらかじめ傍聴人
の方にお願いしておきますけれども,証人尋
間中に発言したり,拍手したりする様な行為
はしない様にして下さい。そうでないと尋間
が妨げられますから……

傍聴人 裁判長,傍聴人ばっかり怒られる
けど

裁判長 怒ってない。注意してるだけです。
傍聴人 尋間がデタラメの時は,そ こにも

注意すべきじゃないですか。我々だって朝の

5時から来てるんですよo
聯1 午前に引き続いてお尋ね致します。
伊方発電所にも気体の放射性物質を廃棄する
排気筒がある訳ですね。

内田 あります。      _
仲田 この排気筒から一年に何回か気候の
いい時をみて,放射性物質をそこから出して
いるということは伺ってますね。

内田 はい。           |
仲田 排気筒から放射性物質を出す時に,

排気口に人間が立ったら,ま あ1時間そこに
居たらどうなりますか。    i
内田 そういう仮定については解りません。
i品 その程度のこともヽ御存知ないんです
か。

内田 排気筒の上に昇ってそこで居座るな
んてことは考えられませんからね。そういう
ことは考えてません。

仲田 いやぃや,私がお聞きしているのは
放射能が如何にこわいかということを,一つ

V

レ
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し

の事実としておききしたいんですが,そ うい
う様なことも検討なさったことはないんです
か。

内田 ありません。
仲田 1時間程度立てば,人は死ぬんじゃ
ないてしょう。

内田 ですから,考えておりません。
鴨1 不都合なことは考えられないんです
か。

内田 そういうことは考えられません。
仲田 質問変りますけれど, 甲第 36号証
を示します。これは広報伊方町という伊方町
の出している新聞の様なんですが,これを御
覧になったことはあるでしょうか。

内田 それはありませんo
仲田 あなたは 44年 8月 24日 伊方町に

行かれたことがありますか?
内田 日までは憶えておりませんが,ある
と思います。

仲田 何のために行かれたんでしょうか?
内田 何か講演会だと思います。
鴨Ъ どぅぃった内容の講演をされたんで
しょうかo

内田 原子力の安全についての講演をした
訳ですo

仲田 当時あなたは現在と同じ様に,原子
力委員会の中にある安全専門審査会の会長だ
った訳ですね。

内田 ええ会長ではありますけれど,講演
は会長として行った訳ではありません。

仲田 肩書は東京大学教授で行かれた訳そ
すね。で,「だあ中で具体的にはどういった内
容のことを講演されたのですか?
内田 原子力の安全につぃての一般講演で

す。

仲田 講演の題が「原子力発電とその安全
性」ということではなかったでしょうか?
内田 そうかも知れません。
仲田 これについては誰から依頼を受けた
のですか?
内田 伊方の町長だと思います。
仲田 他に何人かの方が―l■に講演された
んですが,憶えておられますか?
内田 良く憶えておりません。
聯1 佐伯誠道さん,こ の方御存知ですね。
内田 はい,知っております。
仲田 この方も講演に加わりましたね。
内田 はい。
仲田 それから丸山吉造さん, この方御存

知ですか?
内田 ちょっと記憶にありません。
仲田 町長から依頼を受けたということな
んですが,誰かの紹介・斡旋でもって,あな
たのところに回って来たのでしょうか?
内田 町長からの依頼です。
仲田 直接あなたに依頼があったのですか。
内日 はい。
鴨1 伊方に来られて,講演してすぐ帰ら
れたんですか? それともちょっと現地を見
て歩いたんですか?
内田 何回か現地に行っておりますから,

その時のことは詳しく憶えておりませんが,

講演した後現地を見たと思います。
仲田 伊方町には何回位行かれてますか?
内田 準備書面に確か出てると思いますけ
れども,は っきり憶えておりません。
仲田 私自身がお聞きしてるのは,証人自
身が伊方町に何回行かれたかと聞いてるんで
すo

内田 ええ,ですからそれは出てると思い
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ますけど,曝査会の会長として行ったのは一
回だと思います。

仲田 そうすると審査会の会長以外の時は
肩書が東京大学教授ですか?
内日 はい,そ うでございます。

仲田 あなたの場合は「原子力発電とその
安全性」という講演をする時には,原子力委
員会の安全審査会の会長という肩書をはずさ

れる訳ですか?
内田 はい,一般にははずしています。
仲田 何故でしょうか?      ―

内田 東京大学教授として依頼を受けてお
りますから,東京大学骸義として講演してい
る訳です。

仲田 伊方町の町長があなたに依頼したの
は,東京大学の教授ということも一つの要件
かも知れませんけどね,当 然安全専門審査会
の会長だからということでも持って来たんじ

ゃないんでしょうか?
内田 それは伊方の町長が判断することで

す。私は会長として行ってはおりません。

仲田 要はこの時の講演において,原子力
発電とは安全なんだということを言われた訳
ですね。
「高笛 安全性について話をした訳です。
仲田 どの点に関して安全だということを
言われた訳ですか? 一般的なものなんです
か,具体的に言われたんですか?
内田 そこでは,特定の原子力発電所を対
象にしての話ではございませんから,原子力
発電所一般として,安全性の問題を講演した
訳です。

仲田 伊方に関して講演されたのは一回だ
けですか?
内田 伊方について講演したことはござぃ

ません。特定の炉についての講演はじ『いま
せん。

仲田 私がお聞きしたのは,伊方町に赴い
たり,又伊方の住民に聞かせるために講演さ
れたのは一回だけですかということですが。

内田 伊方町では恐らく一回だけだったと
思いますが,四国には他に文部省関係のシン
ポジュウムには1～ 2回来ておりますから…

しかし伊方町で講演したのはおそらくこれ一
回だと思います。

仲田 今,言われました文部省のシンポン
ウムというのも,原子力発電の話をするため
に来られたんでしょうか?
1ど出 原子力の安全問題を講演するために
来たんです。対象は主として高校・中学の先
生です。

仲田 安全専門審査会, もしくは原子力委
員会内部では,そこの委員としての働きを持
っている人には,安全性とか危険性とかいう
ことについては講義その他のことをしてはい
かんということにはなってないんですか?
内田 そういうことは知りません。
仲田 中立的に振るまいなさい, というこ
とにはなってないんですか?
内田 東京大学の骸襲として講演をしてる

訳です。審査会の会長として講演している訳
ではありません。まして,特定の炉について
の講演をしている訳でもありません。
仲田 一般論でも同じことなんですがね。
そうするとこの時は当然謝礼を買って行かれ
た訳ですか?
内田 旅費は貰ったと思います。
仲田 日当も貰われたですね。
内田 はい憶えておりません。詳しい数字

は 。

V

し

-10-



内田 私が現在数えられない位多数です。   仲田 鹿久居町というのを御存知でしょう
仲田 いつ頃から,そういった講演を開始  か?

仲田 証人は四国以外でも,こ ういった原

子力発電とその安全性ということについて講

演されてますね。

鴨1 はぃ,してぉります。
伸田 現在迄に何ケ所位で講演されました

か?
内田 数えたことありませんから,記憶に

ありません。

仲田 数えられない位多数講演したことが
ある訳ですか?

したんでしょうか?
「 167

内田 はっきりお答えできる知識はもって
おりませんけれど……

仲田 伊方町にも何回か出向かれたという
ことなんですが,現地において,原子力発電
の設置に対して反対するという声があること
は知っておりましたか?
内田 ええ,それは知っております。
仲田 現地に行かれた時に気が付かれたの
ですか?
内田 いや,話として前から聞いておりま

した。

仲田 いつ頃から反対運動があると聞いて
いるんですか?
内田 はっきりした年月を言うだけの知識

は持っておりません。

嘲 畠 先程,佐伯誠道さんとか丸山吉造さ
んの名前が出て来たんですが,この人達が講
師になるについては,あなたが斡旋したんじ
ゃないんですか?
内田 違います。
仲田 どこの斡旋でしょうか?
内田 知りません。

仲田 科学技術庁ですか?
内田 知りません。
仲田 そうすると,あなたの所には町長が

突然やって来て,あ なたに依頼したと, こう
いうことなんですか?
内田 別に町長がみえなくても,手紙が来
ればリポリますし,電話もありますから。
仲田 何の紹介もなしに,そ ういった手紙
電話が来るんでしょうか?
内田 そういう場合もあります。

内田 はい,知 っております。

仲田 岡山県でしょうか?
内田 そうですね瀬戸内海の町ですね。
仲田 この鹿久居町にも原子力発電を設置

するという話がある訳ですね。

内田 現在,どの程度あるかは知りません
けれども,聞いたことはあります。
仲田 あなたはその鹿久居町に行かれたこ
ともありますね。
「́高笛 はぃ,ぁります。
仲田 いつ,行かれましたか?
内田 記憶しておりません。
仲田 最近じゃなかったですか?
内田 最近じ

=な
いです。もう大部前です。

仲田 昭和45年の4月に,これはヒナセ
町と読むんですかな, 日生町主催の原発の講
演と映画の会に出られたことはありませんか?
内田 はっきり記憶しておりませんな。
仲田 島に渡られたことがありますな。
内日 はい,あ ります。
「ポ畠 島の内において,町主催の講演会に
出られたこともありますね。
内田 いや,ありません。島で講演したこ

し
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とはありませんね。             ことは言われている訳ですね。

仲田 鹿久居島のね,北っ側に日生町とい  鴨 田 はい,言っております。

うのがあるんですが,そ こに行かれたことは   仲田 危険というのは,潜在的なものでは
ありますね。                ないんですか? 危険性ということですけど,

内田 いや,は っきり憶えておりません。   内田 潜在的な安全性というのがあります
仲田 これ書証に作っておりませんけれど  ね。自己制御があるというのは,潜在安全性
も,次回に提出しますので 甲54号証で示し  になります。
ます。それの27頁 ,こ の 54号証は日生町   仲田 そういう風に潜在的ということを使
の原発反対会議が出した雑誌なんですがね,  われる訳ですか? 危険性が顕在化したら,

その 27頁の昭和 45年 4月 欄に,証人の名  災害 。事故になる訳ですね。前
1雷
演
[iI111:]:F?       在:[なF[:「曇歯」奪彙1::「れを顕   、/

仲田 それを御覧になって,当時日生町に   仲田 顕在的危険性という言葉を使われる
おいて講演したという記憶は戻りませんか?  訳ですか?
内田 記憶はありませんけど,こ こに書い   内田 使いません。顕在しちゃまずい訳で
てあるから行ったんだと思いますね。     すね。

仲田 その程度の記憶だとすると,他にも   仲田 なる程ね。それから次に移りますけ
多くあるから憶い出せないと,こ ういうこと  れども,安全専門審査会の会長になったのは
なんでしょうね。              昭和43年の12月 だったですね。
内田 はい。                内日 はい
仲田 日本全国各地を講演で歩き回ってい   仲田 審査会の委員は 30人でしたか?
る訳ですか?            ｀   内田 定員が 30名です。
内田 いや,公の機関から,委嘱がありま   仲田 当時は 29人だったということです
すと瓢ピ断らないんですけど……       か? 当時というのはこの審査当時です。
仲田 そうすると,断 らずに行って,原子   内田 現在 29名 ,恐らく当時もり:%か    、′
力発電は一般的に安全だという講演をされて  29名 かはっきり記憶ありませんが。要する
る訳ですか?                に 30名 というのは定員でございます。
内田 いや安全性について話をしている訳   仲田 伊方の場合には 86部会が審査会の

です。                   中に作られた訳ですね。

仲田 安全についての話というのは,安全   内日 はい
だということを言うんじゃないんですか?    仲田 審査会と部会というのは,ど ういう
内田 いや,潜在的危険があるから安全に  関係になる訳ですか?
しなければならないということを話をしてい   内田 審査会に複数の原子力発電所の審査
る訳です。                 を原子力委員会から受けますので,従いまし
仲田 ああ,なる程ね。潜在的危険という  て,特定の原子力施設についてそれぞれ部会
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し

を作る訳です。

緯Lそ うすると,部会員と,審査会の委
員ってものは,だぶる訳ですな。
内田 はい,同 じでございます。
仲田 審査会員でなかったら部会員になれ
ない訳ですね。

内日 はい,なれません。
仲田 調査委員というのが部会の関係で出
て来ますね。調査委員というのはどういう位
置付けなんでしょうか?
内田 調査委員は審査委員ではありません。
審査委員を専F目的な貼碁で助ける訳です。で

すから部会の中には調査委員も入っておりま

す。審査委員としてではございませんが。

仲田 そうすると,調査委員というのは議
事を決定する時の議決には加わらない訳です
ね。

内田 加わりません。
伸田 要はナポートしてるということです

か 。

内田 はい。専門的な知識でサポートして
る訳です。

仲田 そうすると調査委員を部会に何人位
唱
7:か

とぃぅことは,ど こで決める訳ですか。
内田 調査委員は原子力局長の委嘱を受け
る訳です。

仲田 調査委員も非常勤なんですか?
内田 そうです,非常勤です。
仲田 専門審査会員も非常勤ですね。
内田 非常勤です。
仲田 安全専門審査会には定例会というも
のがありますか?
内田 月一回ございます。
仲田 47年 6月 当時は,月 のいつにする
ということだったんですか?

「品  月一回というのは,決めておるとい
うのではありませんで,通常月一回で審査の
議事が多ければ例えば2月 に3回 とかいうこ
とはございます。普通月一回です。
仲田 第何木曜日とか,そ ういったきめ方
はしてない訳ですか?
内田 そういう決め方はしておりません。
仲田 そうすると,その都度召集がかかる
訳ですか?
内田 大体,二月位前に決めております。
仲田 なる程。
内田 ですから,次の次の審査会の日取位

迄,大体決める様にしております。
総こ 伊方の発電所に関しては 47年 5月

12日 に 101回の安全専門審査会を開かれ
た。こういうことですね。

内田 はい。
仲田 最終は 107回の 47年の11月 1

7日 の安全専門審査会ということですか。そ
うすると, トータルで7回開いて,そ こで討
議したということになりますか?
内田 審査会としてはそうです。その間部

会は何十回とやってる訳です。

仲田 いや86部会は 17回じゃないです
か?
内田 いや部会の会議は……。「馨査会の会
合は月に一回やり,部会が審議をする会合と
いうものは,その間に何回もやってる訳です。
仲田 だから,部会を全部合計したら,何
時間やってると,こ ういうことですか?
内田 そういうことです。
仲田 47年 5月から47年 11月 当時迄
安全専門審査会には何件程の審査しなければ
いかん事件がかかっていたんですか?
内田 それは今憶えておりません。
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仲田 大体で結構です。
鴨1 まあ数件ということで,10よ り多く
ないだろうと思っておりますが,は っきり憶
えておりません。審査会の議事録あるいは概
要を御覧になれば,おわかり頂けると思いま
す。

仲田 大体, 10件位じゃなかったですか。
内田 最高はその位かも知れませんが,は
らきり憶えておりません。

仲田 そうすると専門審査会或いは部会と
しては非常に忙しいことになりますね。

内田 非常に忙しいです。
仲田 審査会の委員になる適格みたいなの
はあるんでしょうか。

鴨Ъ 審査委員というのは内閣総理大臣か
ら任命されておりますので,私には解りませ
ん。

仲田 いや,ただあなたは会長としておら
れるんだから,委員全部を見ればこういった
要件があるんじゃないかという位推察つくん

じゃないんですか?
内田 ただ,私の個人的な意見を述べると
しますならば,審査委員は専門的な知識を持
っていることは,勿論必要であります。しか
も,その上に原子炉安全という広い知識をも
って,その中に専F目を生かすという覇『 力を

持つことが必要だと思います。

仲田 委員になるためには,原子力発電の
設置に反対だという学者はなれないんですか。

内田 それは私には解りません。
仲田 現在,お りませんね。

内田 さあ知りません。
仲田 反対者,おりますか ?
内田  (無言)
仲田 いや簡単な質問です。反対者おりま

すか?
内田 絶対的に反対してる人は居ないと思

いますね。

仲田 そしたら皆賛成ですね。
鴨鴇 安全が保たれれば原子力発電は賛成
ですね。

仲田 日本も広いんですが,学者の中で少
くとも沢山の人が,おかしな表現ですけれど
沢山の人が原子力発電に反対しているという
のは知ってますね。

内田 はい,知 っております。

仲田 そういう人が存在することは,当然
知っておりますね。

内田 はい,知 っております。

仲田 そういう人達が,あなたが会長にな
ってから現在迄,委員に加わったことありま
せんね。

鴨Ъ ええ,ありません。
仲田 そうすると,少 くとも原子力発電所
を安全と考えてる学者が,適格要件として入
るということは間違いないてしょうね。
内田 原子力発電は安全に作り,安全に運

転できるということは言えると思いますけど
仲田 私が聞いてるのは,安全に作ると考
えてる人,作れると考えてる人が委員になっ
てると,こ ういうことではないですか?
内田 まあ,そう言っていいと思いますね。
仲田 それから調査委員の適格ですが,こ
れは審査会の委員の適格とは違うものなんで
すか?‐
品 調査委員は専門的な知識によって審
査委員を助け,いわば審査委員会のスタッフ
的な存在といってよぃだろうと思います。
仲田 事務局的なスタッフですね。
内田 技術的な審議に加わるスタッフで,

V

W
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そういう意味ではありません。

仲田 そうすると,調査委員を選任するに
ついてですね,どんな適格を考えてるんでし
ょっか?
内田 ですから専門知識を持っているとい
うことと,それをパックとした原子炉安全を
考える知見をもっているということは思曇で

ございます。それから,ス タッフであるから
若手であるということは私としては希望して

おります。

仲田 審査会の委員の時と同じ様な質問を
致しますけれど,調査委員の中にも,原子力
発電の安全に関して反対をとなえている人は

入ってないですね。

内田 まあ一人一人間いた訳ではありませ
んから……。はじめから反対という人は入っ
てないと思います。

仲田 安全専門馨馨会というのは,原子力
委員会が決めた原子炉安全専門審査会運営規

定に従って運営されているんですか?
内田 はい,そ うです。

仲田 定足数はどうなってますか?
内田 半数です。
仲田 議決する時はどうなるんですか?
内田 今迄は議決というのは,反対者はお
りません。だから議決をする時の例えば3分
の 2と いうことは決めておりませんが,運営
規定から言えば出席者の半数でございます。

仲田 反対者がおらんことは,さ っき聞い

てわかってはχですけどね,反対する人が入
ってないんですから。それはいいんですけど。

内田 議決の内容…
仲田 いやいや私が質問してる時は声出さ

んで下さい。だから,それはいいんですけど
手続きとしては, 2分の 1の過半数で決議を

行なうんじゃないんですか?
内田 だから,そ ういうことになります。

仲田 そうすると,当時全部の委員数 30
人だとすれば, 8人が賛成すれば議決できる
ということになってる訳ですね。

内田 最小限,そ ういう計算になります。

仲田 現実の審査会ですけれど, 47年 5

月当時で結構ですが,出席率というのは,ど
ういうもんだったんですか?
「ポ笛 定足数は充分越えているだけの人数
は来る訳であります,でなければ開けない。
仲田 充分越えているということは, 15
をはるかに越えているということですか?
内田 はい
仲田 大体平均して何人位出て来るものな
んですか?
内田 30名 の定員に対しまして,ま あ2

0名以上は出て来ます。
仲田 安全専門審査会には議事録があるん

ですね。

内田 ございます。
構ミ そうすると47年 5月 から47年 1

1月 当時の審査会議事録を見たら,みんな2
0人以上大体出席してると言っていいですか。
内田 はっきり憶えておりません。
仲田 平均では大体その様に考えていいと

いうことでしたね。

内田 はい,結構です。
仲田 ある時に審査会を開いたけれども,

定員数が足りないで流会したということがあ
るんですか?
内田 定員数が足りないで流会したという
ことは,私の記憶ではありません。
仲田 安全専門審査会は会長が召集するこ
とになってますね。
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喘 はぃ
仲田 実際の手続きは,ど こでやってくれ

るんですか?
内田 事務局は原子力局です。
仲田 決議数のことでお伺い致しますけれ
ども, 16人 出て来たとしますね,決議が 8
対 8で半分づつになったらどうなる訳ですか。

内田 今迄の場合は,ございませんけれど
も,それは会長が決めると思います。という
のは, 8対 8と いうのは会長を含めての意味
でございますか。いかがでしょう。

唱糧  そうだと思いますが。と,会長がさ
らに二重に決議権を行使すると,こ ういう形
になっているわけですね。

内田 そういう運営規定はありません。
仲日 会長は審査委員の中にはいってない
んですか。

内田.はいっております。
仲田 だから同数になったら会長が決定す
るわけですね。

内田 はい,決定します。
仲田 会長も決議に加わるわけですね。
内田 はい,加わります。
仲田 同数になる前ですよ。
喘 はぃ。
仲田 そうすると,二重に決議権を行使す
ることになりますね。

内田 そういう例は今までございませんか
ら。

仲田 私の聞いているのは,手続としてそ
うなりますなと聞いているわけです。

内田 ですから,運営規程には多分そうい
う場合について決めてないと思いますけど,

記憶がはっきりしません。

仲田 原子炉安全審査会運営規定の第3条

2項には可否同数のときは会長の決するとこ
ろに依るとしています。

‐
ゼl、 ら二重に手続き

を行使するということは, こういうことかと

聞いたのですが,そ うですね。
内田 そういうことになります。
仲田 部会の運営はどうしているのですか。
決議とか定足数とかはどうなっているのです
か。

内田 そういうことは決めていません。
仲田 部会も会議の一つである以上,定足

数とか考えなければいけないのではないか。
「だ畠 最後の議決は審査会が行うので,部
会においての定足数とか議決の方法とかは特
に決めておりません。しかし,審査会の運用
規定を準用することになると思います。

仲田 成ほど,そ うすると,定足数につい
ても準用と考えても良いのですか。

内田 良いと思います。
伸田 86部 会には何人居たか御存知です

V

か 。

内田 はっきり憶えていません。
仲田 伊方のことですが懸ポ出して下さい。
内田 準備書面にありませんか。 7～ 8名

だと思いますが。

仲田 86部会には調査員を除いた9名で    ノ`
すね。そうすると, 5名以上が出席して通常
は開くということになりますね。
内田 特に議決を要するときにはそういう
必要があります。
仲田 いや会として成立するためには定足

数が必要ではないのですか。
「高当 部会の中にいくつか専門が分れてい
るので専門内容について審議する場合には定
足数がなくても部会の審議にはさしつかえな
い訳です。何か議決するときには定足数が必
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‐

要になる訳です。
仲田 そうすると安全専門審査会でも同様
なことをやっている訳ですか。専門のことが
あれば専門の委員だけで審査会を開くという
ことになりますか。

内田 審査会は定足数を書いている様に喜
01

議が主体ですから定足数を満たさねば開けな
い訳です。

仲田 専門審査会でも決議をしないことが
ありますね。そのときには,定足数は不要な
訳ですね。

内田 定足数がなくても審議は出来ると思
います。

伸田 原子炉安全審査会運営規定の中には,

決議に関係なく定足数を決めているのではな
ぃのですか。~離

その通りだと思います。

仲田 そうすると決議しないときでも議事
を開くためには

=の
定足数ということになり

ますね。

内田 正規の審査会は定足数がなければ審
議が出来ない訳です。

仲田 正規以外の審査会があるのですか。
内田 だから審査会のときに定足数がなけ

れば審査会としては成立しません。

仲田 部会についてもその規定は準用され
ると先に言いましたが,それを当然前提と考
えて良い訳ですね。~品

部会の中は専門的事項があるのでい
くつかに分れています。例えば環境問題を審
議するとき必しも炉物理の人が入ってなくて
もその審議は出来る訳です。しかし部会とし
て議決することは出来ません。

仲田 その様な運営は何に基づいているの
ですかo

内田 はっきりした運営規定はありません。
聯路 運営は適当にやっている訳ですね。
内田 部会長の判断です。
仲田 部会長には,そんな権限があるので
すか。

内田 あると思います。
仲田 そうすると審査会長も当然相当な権
限がある訳ですね。その上ですからね。

内田 審査会は運営規定がはっきりあるの
で,それに基づいて運営しています。
仲田 また原子炉安全問題審査会運営規定
8条ですが,「この規定に定めるものの外審
査会に関し必要な事項は会長,審査会にぽポ
って定める。」という事項があります。これ
に基いて部会運営規定が作られたことはない
のですか。

内田 無いと思います。
仲田 無いのですね。証人の理解では審査
会の運営規定が準用される,ということです
ォa。‐
品 その通りです。

仲田 17回開かれたと言う 86部会です
が, 1人で部会が開かれたとぃぅことは御存
知ですか。

内田 部会として議決する様な内容のもの
は無いと思います。専門事項については,い
くつにも分れているので,そ こでは……
仲田 1人だけ出席しても 86部会と呼称

するのですか。大切なことです。鳴糧たが会

長だから聞いているのです。部会と呼んでい

るのかどうか。・…・。

内田 やはり部会の会合ですね。
仲田 誰と会合するのですか。
内田 事務局があります。調査員も居ます。
仲田 調査員が 1人 も出てないことがあり
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ます。事務局がメンパーですか。

内田 いや,メ ンパーではありません。

仲田 会合の相手がいないではありません
か。そんな詭弁を弄してはいけませんね。「〔

08

回だけではなく何回かそういうことで開かれ

ていますよ。 1人で部会が成立したというこ

とになっていますが,そ ういう事実は御存知

ないのですか。

内田 ……
仲田 答,な しですか。関連して被告の準

備書面 1の S3のアラビア数字 1の箇所を示
します。これは被告の答弁に相当するもので

すが, 47年 6月 22日 に審査員が 1人で出

席して調査員ゼロで, 86部会が成立した様
に書いてありますね。

内田 たしかに書いてあります。
仲田 それなのに見たことはないのですか。
1月1 記憶にありません。
仲田 審査会長は部会の報告を受けないの

ですか。

内田 審査会のときに受けます。
仲田 当然,審査会長は,その様にかかわ
っている訳ですね。

内田 そうです。
仲田 そうすると,当時開いたかどうかも

報告はある筈ですね。

内田 そこまでは,そのときにはありませ
んが,審議した内容についての報告はありま
す。

仲田 そうすると,部会の運営は非常にル
ーズなのですね。
「高

1出
 明確な運営規定がないという点では

そうかも知れません。

仲田 無いのではなく,作 ってないのです
ね。審査会の委員は代理がきくのですか。

内田 ききません。但し,審査会の中には
当時は4名行政庁から出ています。その人達
は代理はききますが,学識経験者の代理は効
きません。

仲田 行政庁というのは。
「角Ъ 通産省,厚生省,運輸省,原子力局
です。

仲田 役人の方は専門的知識は持っていな
いのですか。

内田 行政的専門知識は持っていると思い
ます。

仲田 委員を選任するというのは専門的知
識があるからとさっき言われましたね。そう
すると,代理させるのはおかしいではありま
せんか。

内田 それは審査会長として申し上げるこ
とではありません。

仲田 専門委員を選んだのに,その人に代
理を認めるのはおかしいではありませんか。

1占1 しかし,行政庁に対する連絡事項に
ついて意見を述べる,あ るいは,その様な役
割を持っている訳です。

仲田 行政庁の出身の委員であっても決議
に加わわり,定足数に入りますね。
内日 入ります。
仲田 そうすると,他の専門委員と同じ権

限を持っている訳ですね。

内田 持っています。
仲田 そうすると代理になじまないとなら
なければ,おかしいではありませんか。
「品  しかし職責を代表して来ているので。
仲田 そんな規定がどこにあるのですか。
内田 職責を代表するということも,法律

用語も私は良く知らないので妥当ではないと

思います。

V

W
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し

仲田 あなたが今,言われたことですよ。
内田 ですから,私は法律が専門ではあり
ませんから,職責を代表するという言葉がお
かしいと言われますが,例えば,原子力局長,

強電いは運輸省の何々局長という肩書で,そ
の人が来ている訳ですから,それの代理人は
役職ある場合には審議に参加して居ります。
仲田 あなたは法律専門家でないことは十

分知っていますが,安全審査会々長として当
然原子炉安全専門審査会運営規定並びにその

関連規定というものは知っていますね。

内田 知っています。
仲田 その中に,今言われた様なことが出
て来るのですか。代理でも良いということが
ありますか。

鴨糧 今,示されている運営規定にはあり
ません。

仲田 他にあるのですか。
内田 はっきり書いているものは無いと思

います。

仲田 責任を代理するのは大体,おかしい
でしょう。常識でそう考えませんか。

内田 ですから,行政庁から来ていない,

我々審査員は代理を認めておりません。

仲田 だから権限としては専門委員では
ないのですかと聞いているのです。111 審査員そす。
仲田 決議に加わらないということですね。

定足数に関係ないのであれば,代理人を認め
てもかまわないかも知れませんが,そ うでは
ないというのですから,おかしいのではない
か。……  喚iこ 甲第 2号証を示します。こ
れは昭和47年 9月 11日 の第 105回原子
炉安全専門審査会議事録ですね。当然当時,

これを見ていますね。

内田 はい,勿論です。
仲田 この会合には証人も出席しています

ォa。

内田 はい,出席しています。
仲田 1ペ ーンの出席者の審査員の項に木
村(代)と書いてありますが,唯■はどぅぃ
う意味ですか。

内田 この木村さんは行政庁だと思います
力`。

仲田 木村さんは何人居ますか。
内田 行政庁の人は良く代わるので,名前
は,は っきり憶えていません。

仲田 木村さんが出たのですか,それとも
木村さんの代理人が出たのですか。
内田 木村さんの代理です。
仲田 何という人ですか。
「品  今は,記憶にありません。
仲田 それから出席者の審査員の最後に和
田 (代)と ありますが。和田さんの代理人は
出たのですか。

内田 はい,これは通産省だと思います。
上野 この様な細かい審査手続きはどうい
う主旨で聞かれているのですか,我々の主尋
間の範囲外だと思います。

仲田 審査会長に関連して聞いているので
す。

上野 主尋間は関係ないと思います。関連
といってもそういう主旨で我々は主尋間はし
ておりません。尋問事項が違います。
仲田 私の方が関連して聞いているのです。
上野 それは主尋間として,あなたがたが…
仲田 だから安全専門審査会長として本当

に審査は,こ ぅゃったのかと,証言の信憑性
にも関連して来ます。

裁判長 その程度にして下さい。

し
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平松 ちょっと補充しますが,前 回々の主  ですか,代理だからおかしいではないかと。
尋間に対する御証言はすべて安全審査の信条   内田 代理は認めております。行政庁につ
に基づきその大半が得られたものだと思いま  いては認めております。
すが,審査手続きの公正いかんが,証人の証   仲田 誰が認めているのですか。
言の信頼性に強くかかわることになるので,   内田 審査会議長といえば審査会長が認め
手続き関係も内容に強くかかわった事項とし  ているのです。
て反対尋間の許可を願いたいo         仲田 あなたが認めているのですね。あな
藤田 当然適式になされたということを前  たが認めれば専門委員の代理も認められるの
提にして上野検事も結論についておたずねに  ですか。
なりましたので,適式かどうか,反対尋間す   内田 専門委員という言葉を先ほどから頻
るのはあたり前のことです。だから今,言わ  ばんに出しますが専門委員ではないのですが,   v
れた様に我々も権限のない者が代理人として 唯讐委員です。審査委ですから行政庁の人に
出席し,公正なるべき審議が行われたと聞い  は代理は認めているのです。
て,驚いているのです。            仲田 あなたは,第何回の審査会において,

裁判長 形式的な適否云々という点につい  その様なことを認めたのですか。
ては,後にまた証拠調べを予定していると思   内田 私が会長になる前から,そ ういうこ
うのですがね。               とになっている訳です。

仲田 ここで確認しておきたいのですが,   仲田 先っきはあなたが認めたかと聞いた
そうすると,内田証人をまた手続きの詳細に  ら,そ うですと言ったから・・““
ついて証人として喚間する積りでしょうか。   内田 だから会長が審査会が出来たときか
裁判長 場合によっては,考えなければな  ら代理は認めている訳です。会長になったと
らないと思います。             きからという私の発言が間違っています。
仲田 必要であれば呼べるということです   仲田 訂正するのですね。
ね。では簡単に聞いておきます。        鴨笛 はぃ訂正します。
裁判長 簡単にして下さい。         仲田 何時から認めているのですか。      ノヽ
仲田 このときの審査員の出席人数は全部   内田 記憶にありませんが恐らく最初から
で何人ですか。               と思います。

内田 16名です。             仲田 代理人も議決権がある訳ですね。
仲田 代理を抜いたら何名ですか。      内田 行政庁からの審査員は代理が議決権
内田 14名です。            を持っております。
仲田 14名なら運営規定から言えば開け   仲田 そんなことではなく,代理人として
ないことになりますね。           出席した場合議決権は認めているのかと訊い
内田 代理を抜けば,そ ういうことになり  ているのですが。
ます。             ・       内田 はい認めております。‐
縄 そういう問題は当時起らなかったの   伸田 規定はないですね。代理人に議決権
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し

を認めるという規定はないですね。

て曇]てF:獣lili要するに審査員とし
仲田 それから,こ の議事録の中に調査員
として塩見さん,松田さんという人がいます
が,こ の人達はいつ調査員に選ばれたのでし

ょうか。

内田 いつかということまで憶えていませ
メし。

仲田 調査員というのは,部会の調査員と
して選任されるのですね。

内田 そうではなくて,審査会の調査員で
すo

仲田 部会に割付りするのはどういう関係
になば″ですか。
内田 最初部会が出来たときに割り付る訳

です。

仲田 どの議事録を見てもそうなのですが
審査会で調査員について,ど こどこ部会の調

査員にするという訳ですね。決めるとその部

会の調査員として仕事が出来る訳ですね。

内田 そういうことです。
仲田 塩見さん松田さんが,昭和44年 9

月 13日 に伊方町に現地調査として来たのを

知っていますか。

鴨笛 知りません。
仲田 甲第47号証を示します。その47
年9月 12日 から15日 の欄を示します。9

月 13日 , 14に 86部会の調査員として現
地調査をしたことになっていますね。記憶が

戻りましたか。

内田 私は現地調査に一緒に行った訳では
ありませんから。

仲田 現地調査に行けば審査会に報告があ
りますね。

内田 報告はあり
諄茂
。その報告の1つ 1

つこの様なことまで憶えている訳ではありま
せん。

仲田 それを見たら憶い出しますか。
内田 憶い出すかどぅかではなく,こ の様
な詳しいことは憶えていませんということで
す。

仲田 塩見,松田両氏が86部会調査員に
選任されたのは何時の審査会だったか憶えて
いますか。

内田 最初からではないとは記憶にありま
すが何時選任したかは憶えておりません。議
事録を見れば分ると思います。

仲田 議事録を見て下さい。 106回専門
審査会議事録甲第43号 証を示します。鳴篤
47年 10月 11日 の審査会議事録ですね。
その末尾を見て下さい。最後のペァンのその

他の0の欄に 86部会の塩見,松田の各調査
員の指名について了承されたとありますね。
そうすると10月 11日 に両氏が調査員に選
任されたということになりますね。そうする
と,さ っきの現地調査がそれより1ケ月前の
9月 13日～15日ですからばぷしくなりま
すね。

内田 ですから部会として調査員が正式に
指名されたのが, 10月 11日 ということに

なります。

仲田 だから正式にはおかしいですね。こ
れ位は「うん」と言って下さいよ。

内田 議事録を見ますと審査会の調査員と
してそのとき加わったということで部会の調
査員ではないですね。

仲田 何か,おかしなことを言いましたね。
内田 松田さん,塩見さんが行った時点で
は部会の調査員ではない訳ですo

し
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仲田 あのね。被告の方は総理大臣になる
のですが,その答弁の中には塩見,松田両氏
は86部会の調査員として行ったとなってい
ますよ。「こ■は間違いですか。

内田 たしかに,これと照らし合せれば間
違いで

仲田 だから部会として行ったというのな
ら正式にはおかしいということになりますね。

内田 そういうことですね。
仲田 それから証人の肩書きとして通産省
の原子力発電技術顧間会の会長でもある訳で

すか。

内田 はい,そ うです。

仲田 顧間会々長はいつからされているの
ですか。

内田 前回説明したと思いますが,畷轟h4
年だったと思います。

仲田 前回の主尋間に対する証言では,こ
の技術顧間会も原子力発電に対する安全性を

検討するということなのですか。

内田 はい,そ うです。

仲田 顧間会のメンパーで安全専門審査会
の委員であるのは何人いるのですか。

内田 現在は20人です。
仲田 顧間会の人数は何人ですか。
鳴Ъ 約30人です。
仲田 そうすると,過半数以上が当時だぶ
っていたのですね。

内田 当時は,殆 ど大部分だぶっています。

仲田 そしたら審査会で安全性をチェック
したら顧間会でも安全性をチェックしても仕
方がないのではありませんか。

内田 だから設置許可の時点における,す
なわち電気事業法の適用できる原子炉安全の

審査というのは,専門審査会と,発電技術顧

間会とが合同で審査している訳です。

総色 合同で審査するといっても殆どだぶ

っているのだから同じ人がそこにいたので合
同になったのではないのですか。

内田 原子力発電技術顧間会は設置許可が
下りた後の工事計画の設計,と 工事の認可の
段階から運転を含めて諮間を受けているので…

仲田 それが問題なのです。最初に許可を
出すについて安全だと言った委員が,今度は
顧間会で建設時点,運転時点にも安全だとい

|~233
うのは当然ではないですか。

内田 そうではないのです。安全審査会が
技術顧間会と合同で,安全審査をするのは設
置許可の段階において先ほどから述べている

設計及び基本計画,あるいは基本設計の審査
であって具体的にどう実現するかについては

技術顧間会が工認の段階で諮問を受けて検討
している訳です。だから,それは十分ぽ曇な
ことです。

仲田 そうすると,あ なたが顧間会の会長
として詳細設計それから運転等について伊方
について知っている訳ですね。

内田 はい知っています。
仲田 そうすると基本設計だけではないで
すね。

内田 はい。
仲田 ではそういう前提で質問して行きま
す。

上野 ちょっと待って下さい。そういう前
提とは,これは設置許可を争っている訳です
から,その範囲でやって頂きたいと思います。
仲田 関連する限り訊いて行くということ
です。

裁判長 関連結構ですがね,仲 肝々腎の点
に入らないですが,重点的にやって下さい。

V_

し
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仲日 はい,分っております。顧間会のこ
とでもう少し訊きたいのですが,審査会と顧
問会で合同で審査するというのは,ど この段
階で決めるのですか。
内田 電気事業法に基づくと,発電所の変

更申
諄な:通

産省に出ます。そのときに通産大
臣も安全審査をする訳ですが,原子炉施設に
ついて原子力安全審査が原子力委員会が受け
て,専門審査会が審査する訳ですから,最初
の審査会がその特定な原子炉施設を議題にし
て部会を作るときから始まる訳です。但し合
同というのは審査会と技術顧間会が直接合同
というのではなく,審査会の部会が技術顧問
会と合同審査をするということです。
仲田 それを審査会が決めるのですか。
内田 いえ,決めるのは通産省が決めるの

です。

聯1 通産省の呼びかけでゃってぃる訳で
すね。

内田 そうです。それと原子力局との申し
合せでやっている訳です。同じことをやる訳
ですから合同審査が一番良い訳です。
仲田 技術顧問会とは根拠規定があるので
すか。

内田 これは通産大臣の諮問機関です。
仲田 私のきいてぃるのは,根拠規定があ
るかと訊いているのです。
内田 ですから通産大臣が省議で決めて,

技術顧間会を作ったと言っているのです。
馨1 電気事業法で通産大臣が許可を出す
ときには,原子力委員会みたいな所に諮問す
るとは一つも出て来ませんね。このことは知
っていますね。
内田 はい知ってぃます。
仲田 だから規制法 24条に言う様な規定

があるかどぅか,それはないのですか。
内田 法律が専門でないので適確な返事が

整:基曇‖里11与731露[[1二I
て,やる訳です。だから電気事業法に設置許
可という段階があると思います。変更申請を
許可するとぃぅ。
仲田 設置許可はあるのですが,諮問する
という規定がないので,どこかにそれがある
のですかと訊いている訳です。
内田 通産大臣が技術顧問会に諮問する訳
です。

聯1 それ以上は分らないのですか。
内田 それ以上分りません。

(1頁から続く)
しかし,弁護団の鋭い追求に次第に耐えきれ
なくなり,彼が安全審査の重要な部会にほと
んど欠席しており,自分の専門領域:どついて
さえまともに調査していなかったことを明ら
かにされた。また,ECCSの 有効性につい
て,彼は,自分がその統括者になっている原
研のROSA一 Ⅱ実験結果を引用して安全性
のあかしにしようとしたが,追求によって,

この実験では蓄積熱という安全上重要な現象
が無視されてぃることが明らかになった。さ
らに,彼の書いた「原子炉安全工学」という
本に引用されてぃるROSA― Iのデータは,

多くのデニタのうち彼らに最も都合のよいも
のを一つだけ選んだものであることが分った。
ROSA-1に 関する詳細な実験報告書を突
きつけられて問いつめられると,先ほどのご
うまんな態度はどこへゃら,す っかりうろた
える始末であった。
こうした国側の逃げとごまかしに対し,我

し

-23-



々からの攻撃が 28日 から始った。まず,午
前中,柴田俊忍証人は,原子炉圧力容器を中
心とする高温,高圧,高中性子東を支えてい
る構造物が,いかに割れやすいものであるか
を,具体的に指摘した。また,巨大で放射能
の高い圧力容器の欠陥個所や脆化の程度を正

確に検査することは不可能であると述べた。

圧力容器が破損すると,ECCSが いかに正

常に動いても全く効果がなくその被害もはか

り知れないだけに,国側も今まで絶対にこわ
れることはないとして逃げてきた問題であっ
た。裁判長も興味をそそられたらしく,身を
乗り出して聞き入っていた。

午後の原告側,海老沢徹証人は,被告側,

三島良績証人の逃亡による突然の予定変更に

よって証言台に立つことになったのであるが,

国側が原発安全性の最後の砦とも頼むECC
Sの効果が全く疑わしいことを,豊富な資料
によって次々に明らかにした。うららかな晴
天の午後という申し分ない陽気に居眠りを決
めこんでいた被告席の連中も, ド胆を抜かれ,

一斉にメモをとりはじめた。海老沢証人は,

さらに,四電による伊方原発の事故解析 (重

大事故が起っても安全であることを示すため

の計算)を詳細に検討した結果,燃料被覆管
の温度や炉心再冠水速度 (一次冷却水喪失事

故により,炉心空炊き状態になった後,EC
CSに よって再注入した水が炉心を水没させ

ていく速度)が少しも安全側に計算されてい
ないばかりか,ごまかしに満ちていることを,

彼のグループによる独自の計算や,外国及び
日本の実験例をあげて具体的に示した。被告

席では必死のメモが続く。証言は予定時間を

大幅にこえ, 5時頃まで続いた。
今回の公判をふり返ってみると,国側はた

てまえだけをこれまで抽象的にくり返してい
たが,その一端が遂に崩れ始めてきた。それ
は,原告側が国の引きのばしを絶対に許さな
い積極的姿勢でのぞみ,追求が非常に明快か
つ具体的であったからである。追求の中で,

国側証人が科学や技術の成果を独占している

だけでなく,それらを政治的にねじ曲げて悪
用し,何の痛痒も感じない態度に我々は激し
い怒りを覚えた。 (支援する会員 KK)
伊方原発用燃料 ,徳山港を狙う !

三菱原子燃料KKは最近,山口県に,伊方
に搬入する燃料を徳山港から船積みしたいと
打診。これを知った徳山周辺の,漁民,労働
者,市民がすぐ抗議し,県も「なぜ遠まわり
して徳山にくるのか」と困惑の体。 6月 3,
4日 には伊方から代表3人が山口県に渡り,

県労評や県漁連と共斗を誓い合ったo瀬戸内
海通行を許さない一大反対運動を/
会計報告 ('76

収入 会費
ニュース購読料
カンパ
繰越金

5/7～6/5)
112,000
156,600
97,800
20,226

計    386,626
ニュース代金     80,000
為替手数料       1,545
郵送料        17,890
生越鑑定人宣誓関係費 72,000
第14回公判援助費  387,500

旅費       174,700
行動費     155,000
宿泊費      57,800

事務用品費      12,704
資料費          580
コピー代       1,loo

繰越金
575,119
-188,493
(借入金)

「火の車」です。ボーナスカンパに期待し
ています。        (事 務局)

支 出

V

W

計
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